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八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

No.848 令和３年（２０２１年）７月１０日

有効期限 年 月 日

記号 番号 （枝番）

氏名

生年月日 性別

適用開始年月日 負担割合

交付年月日 発効期日

世帯主氏名

住所 交付者名 八潮市 印

保険者番号

埼 玉 県

国民健康保険

被保険者証 兼高齢受給者証

　国民健康保険の資格、給付、保健事業についてお知らせします。
　届け出にはマイナンバーカード（個人番号カード）など、本人確認ができるものをお持ちください。

　令和３年第２回市議会定例会が６月１日から６月１８日まで開催され、市長が開会初
日に前定例会以降の市政の執行状況の概要について報告しました（一部抜粋。全
文については、市ホームページに記載）。

国民健康保険被保険者証（保険証）の更新

※イラストはイメージです

市政の執行状況

国民健康保険からのお知らせ

７０歳以上の方には、「兼高齢受給者
証」の表記が追加されています。

前年の所得な
どに基づいて
判定した負担
割合が表示さ
れます。

給付のご案内
●出産したとき
　被保険者が出産したとき、出産育児一時金４２万円を支給します。
●亡くなったとき
　被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方（喪主）に葬祭費
５万円を支給します。

●医療費が高額になるとき
　１カ月の医療費が、世帯ごとに設定された自己負担限度額を超
えた場合、その超えた分を高額療養費として支給します。入院や
高額な外来診療をするときは、事前に国保年金課で「限度額適用
認定証」の交付を受け、医療機関などの窓口で提示すると、自己
負担限度額までの支払いに抑えることができます。
●交通事故などに遭ったとき
　交通事故など第三者（加害者）の行為によるけがや病気の場合
でも、届け出をすることで保険証を使って診療を受けることがで
きます。なお、示談を済ませるとその内容によっては保険証が使え
なくなることがありますので、早めに届け出をしてください。

資格の取得・喪失手続き
●加入（資格取得）
覆社会保険、共済組合など職場の健康保険を喪失した方で、任意
継続や他の健康保険に加入していない方
弗離職および喪失の確認ができる書類（離職票、社会保険資格喪失
証明書など）、年金手帳（６０歳未満の方で、国民年金加入者を除く）
●脱退（資格喪失）
覆国民健康保険に加入していた方で、社会保険、共済組合など他
の健康保険に加入した方
弗新しい保険証、国民健康保険証

〈主な事業〉  
教育文化・コミュニティ～学びとつながりを大切にするまち～
・�外国人市民と日本人市民が地域社会で支え合い、共に歩む地域
づくりに取り組むため、３月に「八潮市多文化共生推進プラン」
を策定
・�４月１日から、八條北小学校が小規模特認校制度を開始し、令和
３年度は、４人が制度を利用して、学区域外から入学
健康福祉・子育て～誰もがいきいきと暮らせるまち～
・�３月に、国民健康保険被保険者のうち４０歳以上７４歳以下の１３，２１７
人に対し、令和３年度特定健康診査に係る受診券を発送
・�４月から、新生児聴覚スクリーニング検査費用の一部助成につ
いて、対象をすべての新生児に拡大
防災・防犯・消防・救急～誰もが安全で安心して暮らせるまち～
・�５月１９日、地震などの緊急情報を伝達する全国瞬時警報システ
ム「Ｊアラート」の防災行政無線による全国一斉情報伝達試験
放送を実施
産業経済・観光～地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまち～
・�５月１７日から、市内事業者への支援の一環として、中小企業向
け不況対策資金融資の受け付けを開始

都市基盤・環境～快適でやすらぎと潤いのあるまち～
・�４月１日から、ペットボトルの収集方法について、回収用ネット
袋に入れる方式に変更

・�４月２６日、八潮市を含む埼玉県東南部地域５市１町で、ゼロカー
ボンの達成に向
けた連携を図り、
効果的な取り組
みを推進するた
め、「ゼロカー
ボンシティ」を
共同で宣言
新公共経営～協働で経営する自主・自律のまち～
・�４月１日、市制施行５０周年記念事業の実施にあたり、市民からの
公募により決定したキャッチフレーズ「ありがとう八潮　これ
からも八潮」およびロゴマークを公表

・�４月１日から、市ホームページにおいて、さまざまな問い合わせ
に対する利便性の向上を図るため、「ＡＩチャットボットシステ
ム」の運用を開始

　現在使用されている八潮市国民健康保険被保険者証（保険証）
は７月３１日に有効期限を迎えるため、新しい保険証を７月下旬に簡
易書留で住民登録の住所にお送りします。
●郵便受けなどに名前の表示をするようお願いします。
●�住民登録地以外の居所へは保険証が配達されないことがありま
すので、転居などの手続きをしてください。
●�新しい保険証が届いたら、氏名、生年月日、住所などを必ずご
確認ください。
●�有効期限が切れた保険証は、市役所へ返却または処分をお願い
します。

７０歳以上の皆さんへ   
高齢受給者証と保険証が１つになりました！
　令和３年度から、高齢受給者証と保険証が１つになった「国民健
康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。８月１日以降に、
医療機関などを受診される際、窓口に提示してください。この１

物国保年金課☎奮２１４

物企画経営課☎奮８８５

保健事業のご案内
●特定健診・特定保健指導
　４０歳以上の被保険者を対象に特定健診を実施します。また、特
定健診の結果、メタボリックシンドロームに該当した方へ特定保
健指導をご案内します。

枚で保険診療が受けられます。


